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１．「ボランティアをする」ということは?





２．ボランティアの定義


☆志願者。自ら進んで社会奉仕事業に参加すること。(広辞苑)


☆ボランティアの社会的な意義付けも変わってきた。





CSRの思想　Corporate Social Responsibirity (企業の社会的責任論)


     　　　同様に、 Citizen Social Responsibirity（市民の社会的責任論）へ


  奉仕（アクション） → 社会的役割 （責任）へ


①対象者（物）への働きかけ


②白然や社会への働きかけ





○誰が定義するのか…さまざまな「奉仕」の形態が先にああり、概念がついてくる。


※ボランティアの定義は行政が考えたもの、それを社会が現状に照らして追認（確認）していく。


☆四つの特徴  （神奈川県のボランティアの定義）


①自発性=


②公共性=       


 　 ③無償性=


 　 ④先駆性＝


 例：「有償ボランティア」という定義





３．公民館で活動しているボランティア


 　　＝「学習(施設)ボランティア」と呼ばれている。(学習する人を支援する)


1)にほんご教室（外国籍市民への生活権、学習権保証）


2)保育ボランティア（幼児を持つ保護者の学習権保証）


3)おはなしボランティア（図書・読書啓発・普及という社会教育課題の直接活動）


4)パソコン指導者クラブ（社会情報へのアクセス権への学習権保証）





４．ボランティアで得られること


1)出合い、ふれあいの楽しさ（人と関わる、白然と関わる。）


2)新しい世界・社会（人との関係）での生きがい


3)知識の広がりと心の広がり二対象者（物）との相互成長（互恵性）


  　→社会の流れに流される存在から、流れを作る(構成する)存在にかわる。


  　「考え、働きかける」存在にかわる。





★労働や社会活動の「喜び」、「満足」、「充実」の欲求を満たす最上のもの=「利他性」








